
２

大
学
は
、
大
学
、
免
許
法
認
定
公
開
講
座
及
び

単
位
修
得
試
験
に
お
け
る
単
位
修
得
原
簿
そ
の
他

こ
れ
ら
に
関
す
る
主
な
る
公
文
書
を
相
当
期
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

大
学
は
、
大
学
、
免
許
法
認
定
公
開
講
座
、
免

許
法
認
定
通
信
教
育
及
び
単
位
修
得
試
験
に
お
け

る
単
位
修
得
原
簿
そ
の
他
こ
れ
ら
に
関
す
る
主
な

る
公
文
書
を
相
当
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

附

則

附

則

﹇
項
を
削
る
。﹈

27

免
許
法
附
則
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
二
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

期
間
は
、
二
年
二
月
と
す
る
。

﹇
項
を
削
る
。﹈

28

免
許
法
附
則
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
免
許
状
更
新
講
習
を
履
修
す
る
に
当
た

つ
て
は
、
教
諭
を
対
象
と
す
る
も
の
を
履
修
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

27
〜
29

﹇
略
﹈

29
〜
31

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
削
る
。﹈

32

免
許
法
附
則
第
十
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
四
条
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
免
許
状
更
新
講
習
を
履
修
す
る
に

当
た
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
与
を
受
け

よ
う
と
す
る
普
通
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
を
履
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

養
護
教
諭
の
免
許
状

養
護
教
諭
を
対
象
と

す
る
免
許
状
更
新
講
習

二

教
諭
の
免
許
状

教
諭
を
対
象
と
す
る
免
許

状
更
新
講
習

30
〜
37

﹇
略
﹈

33
〜
40

﹇
同
上
﹈

38

免
許
法
附
則
第
十
四
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領

で
定
め
る
保
健
に
係
る
事
項
と
す
る
。

41

免
許
法
附
則
第
十
五
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領

で
定
め
る
保
健
に
係
る
事
項
と
す
る
。

39

﹇
略
﹈

42

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
第
七
十
二
条
関
係
）

（
教
育
職
員
）（
専
修
）（
一
種
）（
二
種
）
免
許
状

本
籍
地

氏

名

（
旧

姓
）

（
通
称
名
）

年

月

日
生

右
の
者
に
（
教
育
職
員
免
許
法
）（
第

条
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）（
教
育
職

員
）（
専
修
）（
一
種
）（
二
種
）
免
許
状
を
授
与
す
る
。

（
記
）

年

月

日

授

与

権

者

印

（
番
号
）

授
与
条
件

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

備
考一

記
載
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ア
「（
教
育
職
員
）」の
箇
所
に
は
、「
小
学
校
教
諭
」、「
中
学
校
教
諭
」、「
高
等
学
校
教
諭
」、「
特
別
支
援
学
校
自
立

教
科
教
諭
」
又
は
「
特
別
支
援
学
校
自
立
活
動
教
諭
」
の
よ
う
に
記
入
す
る
こ
と
。

イ

本
籍
地
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
籍
）
を
記
入
す

る
こ
と
。

ウ

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。
エ
に
お
い
て
「
昭

和
三
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
の
場
合
は
、「（
教
育
職
員
免
許

法
）」の
箇
所
は
、「
教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）」と

記
入
す
る
こ
と
。

エ

免
許
法
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
二
、
附
則
第
八
項
若
し
く
は
附
則
第
十
一
項
又
は
昭
和
三
十
六
年
改
正
法

附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
の
場
合
は
、（「
第

条
」）の
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ「
第
十
六
条
」、

「
第
十
六
条
の
二
」、「
附
則
第
八
項
」
若
し
く
は
「
附
則
第
十
一
項
」
又
は
「
附
則
第
六
項
」
と
記
入
す
る
こ

と
。

オ
「（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）」の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
の
場
合
に
あ
つ
て
は

「
左
記
の
領
域
に
つ
い
て
」
と
、
免
許
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
場
合
に
あ
つ
て
は

「
左
記
の
事
項
に
つ
い
て
」
と
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
場

合
に
あ
つ
て
は
「
左
記
の
自
立
活
動
に
つ
い
て
」
と
記
入
し
、
教
科
等
の
定
め
の
な
い
免
許
状
の
場
合
に
あ
つ

て
は
こ
の
箇
所
を
設
け
な
い
こ
と
。

カ

教
科
等
の
定
め
の
な
い
免
許
状
の
場
合
は
、「（
記
）」の
欄
は
設
け
な
い
こ
と
。

キ
「（
番
号
）」の
欄
に
は
、
免
許
状
授
与
の
年
度
及
び
免
許
状
の
種
類
を
略
記
し
、
年
度
ご
と
に
番
号
を
改
め
、

一
番
か
ら
追
番
号
を
も
つ
て
記
入
す
る
こ
と
。

ク

「
授
与
条
件
」
の
欄
に
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ア
）
専
修
免
許
状
に
あ
つ
て
は
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
七
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
学
院
で

の
専
攻
（
十
二
単
位
以
上
単
位
を
修
得
し
た
分
野
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
専
攻
に
加
え
て
当
該
分
野
を
記

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）
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